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在宅医療・介護連携の整備
～ 平成30年４月までに介護保険の地域支援事業として市町村が実施 ～

○ 在宅医療の充実のためには、在宅医療・介護連携の推進が不可欠

⇒ 市町村：下記（ア）～（ク）の全てを実施

特に「（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築」及び「（オ）在宅医療・介護
関係者に関する相談支援」については、医療現場との密接な連携が不可欠

４

在宅医療・介護連携推進事業の８つの事業項目の進め方のイメージ

在宅医療・介護連携推進事業
の手引きVer.２から抜粋
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在宅医療・介護連携の整備
～埼玉県医師会と埼玉県の共同プロジェクトの実施～

○ 在宅医療と介護の連携は、介護保険を所管する市町村が実施することとさ

れたが、多くの市町村は在宅医療を担当するセクションがないため市町村か

ら郡市医師会にアプローチすることが難しいとの声があった。

⇒ 医師会と調整し、医師会側から市町村にアプローチする仕組みづくりが

必要。

【埼玉県医師会と埼玉県の共同プロジェクト】

「地域包括ケア推進のための在宅医療提供体制充実支援事業」

を実施
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① 在宅医療連携拠点

○ 県内３０ある郡市医師会ごとに拠点を設置し、ケアマネジャー資格を持つ看護師など医療や
福祉に精通した専門職を配置

ＳＴＥＰ１ 在宅医療提供体制の充実 【Ｈ27：15郡市医師会 ⇒ Ｈ28：２９郡市医師会 ⇒ Ｈ２９：３０郡市医師会】

ＳＴＥＰ２ ＩＣＴで連携の輪を広げる 【Ｈ28：各地で運用ルールなどを検討 ⇒ H29：順次導入 】

ＳＴＥＰ３ 市町村に移行 【Ｈ29：市町村に積極的な働きかけ ⇒ Ｈ30年4月に移行】

在宅医療・介護連携の整備（推進手順）
～ ３ステップにより県全域で推進 ～

３０郡市医師会 ３３か所

〇 医師､訪問看護師､ケアマネジャーなどの多職種が連絡を取り合えるよう、「ＩＣＴによる医療・介護連携ネットワーク」を導入

〇 全ての郡市医師会が利用

⇒ 平成２８年から各拠点において、それぞれの地域の運用ルールについて多職種で議論を開始
⇒ 準備ができた地域から順次導入し、全県で本格導入

〇 在宅医療連携拠点の運営について介護保険の地域支援事業として、平成３０年４月に市町村からの委託事業に移行

② 往診医登録制度

○ 拠点に協力していただける医師を登録 ⇒ 登録情報をもとに紹介

③ 在宅療養支援ベッド

○ 必要な時にスムーズに入院できるベッドを郡市医師会ごとに常時１床確保 （※令和２年度まで実施）

※埼玉県医師会と埼玉県の共同プロジェクトとして「地域包括ケア推進のための在宅医療提供体制充実支援事業」を実施
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彩の国 埼玉県

ケアマネジャーとの連携事例

【ケアマネジャーの対応】

○ケアマネジャーは、介護サービ
スを受ける方のケアプランを作成

○ケアプランを作成する際、介護だ
けでなく医療のことも相談される

【拠点コーディネーターの対応】

○医療的知見や実務経験に基づき
必要なケアを助言

○複雑な病状の患者には担当医
から情報収集し、個別に対応

在宅医療と介護の
一体的ケアの実現

相

談

○ 県内に３０ある郡市医師会ごとに拠点を
３３か所設置

○ ケアマネジャー資格を持つ看護師など
医療・福祉にも精通した専門職を配置

【主な役割】
○ 在宅医療を希望する患者を関係職種につなぐ
○ 本人・家族、地域包括支援センターやケアマ

ネジャーなどからの医療相談に対応

在宅医療・介護連携の整備（在宅医療連携拠点の概要）
～県内どこに住んでいても必要な医療・介護サービスを受けられます～

在宅医療連携拠点
コーディネーター

訪問看護師

患者本人・家族

ケアマネジャー

地域包括支援センター

（市町村）

病 院

訪問診療・
往 診 医

医
療
相
談

７
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在宅医療・介護連携の整備（ICTによる医療・介護連携）
～ 多職種がいつでも患者の情報を共有 ～

● 医療・介護の多職種が訪問時の様子を書き込んだり、画像を添付することで、チーム全員が最新の患者の状況を
把握でき、一体的で質の高い治療やケアを提供できる。

● 医師はメンバーが書き込んだ内容を空いた時間に確認するだけで患者の状態を確認・予測できるため、計画的に
訪問診療できる。

全ての郡市医師会が利用できる在宅医療・介護連携ネットワークシステムを構築

往診医

在宅医療
連携拠点

病 院

訪問看護師

市町村・地域包括支援
センター

血圧145です
入浴サービスの
利用は可能ですか？

入浴サービス
はＯＫです

ケアマネジャー

褥そうが悪化
しました

すぐに診察
します

処方の変更を
検討します

痛み止めが効いて
いないみたいです

ヘルパー

訪問できる医師
を教えてください

Ａ医師が
対応でき
ます

導入のメリット
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彩の国 埼玉県

人生の最終段階における医療について家族等や医療介護関係者と話し合ったことがない割合 ⇒ 55.1％

⚫ 地域の会合など、高齢者の生活の場所に医師などが出向いて、人生の最終段階の医療やケアをどうしていくか

について、住民に語りかけながらじっくり広げていく必要がある。

⇒大規模な講演会と地域に出向く講演を組合わせてＡＣＰを広く浸透させていく必要がある。

（２）登録医師によるネットワーク会議の開催

（１）ＡＣＰ普及啓発講師人材バンク登録制度の整備

※令和３～５年度の３年間で仕組みを構築し、令和６年度から市町村の
在宅医療・介護連携推進事業への移行に向けて調整中

⚫ 郡市医師会ごとに、小規模な会合で住民に語り
かけながらＡＣＰを普及する講師の人材バンク
登録制度を整備し、地域の会合などで講演

⚫ 登録講師の情報交換や課題への対応策の検討等を
する会議を開催（年２回）

※人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書(H30年3月)

（１）住民に対するＡＣＰ普及啓発が課題

ＡＣＰ人材バンク登録制度①
～県民へのＡＣＰ普及の取組について～

課 題

事業概要

１０



彩の国 埼玉県

・DVD、私の意思表示ノートの配布等による普及啓発 ・市町村等による講習会
・ACP普及啓発講師人材バンク事業の開始 ・医療・介護従事者への研修

・ACPを知っている：16.7%（全国 22.5%※全年代）
（年代別）10・20代：10.3% 30代：11.1% 40代：12.9% 50代:15.5% 60代:20.2% 70代以上:23.7%

・話し合ったことがある：29.2%（全国 39.5%）
（年代別）10・20代：18.8% 30代：21.8% 40代：23.5% 50代:25.8% 60代:31.6% 70代以上:42.8%

・話し合ったことがない理由：きっかけがない 52.7% （全国 56.0%※複数回答）

・人生の最期を迎えたい場所：自宅48.9%  70代以上 58.2%（全国 54.6% 55歳以上）

全国調査の全年代平均値より、70代以上は若干上回るが、他世代は下回っている。

主に対象は高齢者となり、家族（現役世代）向けのアプローチは少なく届きづらい

※ACP実践に関する現場医師からの意見

・実際にACPを進める中で家族（患者の子世代）の理解が不可欠
・本人の意思推定者として家族の役割が重要

現
状

対
応

結
果

県政世論調査結果

今までのACP普及の取組の状況

今後の取組

ＡＣＰ人材バンク登録制度②
～県政世論調査の結果及びＡＣＰ普及の取組について～

１１

【ＡＣＰチラシ】

【私の意思表示ノート】【人生会議ＤＶＤ】

【埼玉県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】
https://www.pref.sa
itama.lg.jp/a0703/z
aitaku/zaitakuiryou
kea.html

高齢者に加えて、高齢者以外の幅広い世代に対して考えるきっかけを提供していく。
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１ 市町村支援の取組について
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入退院支援ルール標準例の策定

１３

平成31年１月29日
各都道府県衛生主管（局）長 殿
介護保険主管（局）長 殿

厚生労働省医政局地域医療計画課長
厚生労働省老健局介護保険計画課長

厚生労働省老健局老人保健課長

在宅医療の充実に向けた取組の進め方について（抜粋）

【在宅医療への円滑な移行】

病院等と在宅との間で、療養の場が円滑に移行できるよう、病院が後方支援を行う

ことを含めて、病院、診療所の医療関係者や、介護支援専門員等が協議を行い、在宅医

療圏ごとに必要な入退院ルールを策定することが重要であり、都道府県はその支援を

行うこと。

【厚労省 第１回在宅医療及び介護連携に関するワーキンググループ2016年8月3日】

○ 県と医師会が組んで、退院支援ルールというものを全県一括に策定し、これにより介護支援専門員と

病院の主治医との連携が進んだ。

○ 入退院時の連携など、複数の市町村にまたがる広域連携の取り組みというものは、単独の市町村に

よる取組は困難な場合もある。



彩の国 埼玉県

入退院支援ルール標準例の策定（必要な背景）

１４

【厚労省 第１回在宅医療及び介護連携に関するワーキンググループ2016年8月3日】

○ 入院時に介護支援専門員と病院の連携のスタートが早ければ、退院も早くなる。

【埼玉県地域保健医療計画（2018～2023年度】

○ 在宅医療は、増大する慢性期の医療ニーズの受け皿としての役割が期待されてい
る。何らかの医療処置を必要とする在宅療養患者が増加してきたことから、医療の
継続性を確保するとともに、退院に伴って新たに生じる心理的・社会的問題の予防
や対応のための退院後の生活を見据えた入院初期からの退院支援が重要。

【令和元年度埼玉県在宅医療部会】

○ 運用だけでやっていると医師が代わった途端にルールが運用されなくなることが
ある。

○ ルールが明文化されていると経験の浅いケアマネジャーでも入退院に係る情報共
有様式を活用するなどして医療との連携が図りやすくなる。

入院患者が退院後、住み慣れた地域で安心して生活を送れるようにな
るためには、入院前又は入院早期から医療と介護が連携して退院支援を
行うことが必要であり、そのためにはルールを明文化することが必要。
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入退院支援ルール標準例の策定（作成スケジュール（参考例））

項目 時期 内容

埼玉県在宅医療部会 令和２年１月 埼玉県入退院支援ルール標準例の承認

関係団体等へ周知 令和２年４月 県が市町村及び県医師会、関係団体、県保健所へ標準例を周知

ルール作成の進め方の

協議
●月

市町村、郡市医師会、在宅医療連携拠点が中心となり今後のルール作成の進め方につい

て(協議ルール適用地域範囲、話し合うメンバー、スケジュール、郡市医師会・在宅医療

連携拠点・市町村の役割分担など)

関係機関へ通知等による

趣旨説明

代表者会議構成員の調整

●月
郡市医師会、在宅医療連携拠点、医療機関、看護協会、訪問看護ステーション協会、介

護支援専門員協会、歯科医師会、薬剤師会、市町村、地域包括支援センター、保健所等

関係機関代表者会議

第１回
●月

趣旨説明、入退院支援に係る現状と課題の共有

ワーキンググループ設置

ワーキンググループ

第１回～第３回
●月

ワーキング第１回 入退院支援に係る現状と課題の共有

ワーキング第２、３回 入退院支援ルールの検討

関係団体へ素案提示 ●月 関係団体入退院支援ルール案を提示し意見を伺い、案を修正

関係機関代表者会議

第２回
●月 入退院支援ルールの承認

関係機関に対する周知 ●月 通知による周知の他、研修会や会議の際にルールについて説明

運用開始・

市民へ周知
●月

通院・入院時あんしんセットを活用して地域包括支援センター、ケアマネジャー、訪問

看護師等から市民へ周知

【地域のルール作成スケジュール（参考例）】作成済地域も標準例を参考に改めて協議する。

● 地域のルール作成スケジュール（参考例）を提示し、進行管理や協議が進まない地域を支援

１５



彩の国 埼玉県

第１ステップ

取組の評価と自律的かつ継続的な取組の実施

・取組結果を評価し、新たな課題やニーズに対する対応策を検討
・顔の見える関係から腹の見える関係に

入退院支援ルール標準例の策定（多職種連携の進め方の例）

入退院支援ルール作成を切り口に医療と介護の連携を深化、
連携の動きを拡大

例えば、病院内の多職種・多職位に理解浸透を図る

第２ステップ

・医療と介護の関係者がお互いの立場を理解する。

・課題を共有し、解決方法について話し合い、課題解決に向けた
具体的な取組を進める。

第３ステップ

課題の共有と具体的な取組の実施

協議の場の設置（医療と介護の関係者が知り合いになる）

・医療と介護関係者による意見交換の場が設けられる。

・関係者に参加の機会が等しく与えられる。

１６
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入退院支援ルール標準例の策定（作成状況）
【入退院支援ルール作成状況】

○ 令和５年度中には、埼玉県内の全ての地域（県内63市町村）で運用開始予定

【埼玉県入退院支援ルール標準例】 【通院・入院時あんしんセット】

１７

【埼玉県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703
/zaitaku/zaitaku20160119.html
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２ 県の取組について

１８
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２－１ 在宅医療連携拠点コーディネーターの育成

２ 県の取組について

２－３ 介護施設等看取り体制の強化

２－２ ＡＣＰ（人生会議）及び在宅緩和ケアに係る

医療・介護従事者の育成

１９



彩の国 埼玉県

○ 在宅医療連携拠点コーディネーター及び事務担当者を集めた研修会を年２回開催

先進事例や成功事例の発表や在宅医療を推進する上での課題をテーマとするグループワーク等を実施し、

拠点スタッフの能力及び業務意欲の向上を図り拠点機能を強化

○ 拠点からの在宅医療・介護連携に関する相談を受けたり、希望する拠点に対し、県事業を直接説明する等、

伴走型支援をしている。

在宅医療連携拠点コーディネーターの育成

時期 研 修 内 容

Ｒ４年度
（第１回）

○ 在宅医療の課題について（嚥下機能、認知症について）
○ 在宅現場における暴力等に対する相談と通報について

Ｒ４年度
（第２回）

○ 埼玉県の在宅医療及び在宅医療連携拠点における課題と取組
○ グループワーク（地域で感じる課題（医療資源･多職種連携･拠点業務))

Ｒ５年度
（第１回）

○ 在宅医療・介護連携推進事業に関する施策動向と在宅医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
に期待されること

○ 在宅医療連携拠点の取組紹介
○ グループワーク（多職種連携を意識した相談対応）

【在宅医療連携拠点コーディネーター研修】

在宅医療連携拠点コーディネーターの育成

【コーディネーター研修会の様子】

２０

・新任コーディネーターの育成機会の創出

・コーディネーターの孤立を防ぐ、コーディネーター同士のネットワークの必要性
課 題



彩の国 埼玉県

２－２ ＡＣＰ（人生会議）及び在宅緩和ケアに係る

医療・介護従事者の育成

２ 県の取組について

２－１ 在宅医療連携拠点コーディネーターの育成

２－３ 介護施設等看取り体制の強化

２１



彩の国 埼玉県

ＡＣＰ（人生会議）及び在宅緩和ケアに係る
医療・介護従事者の育成

②在宅緩和ケアに係る医療・介護従事者の育成

郡市医師会・在宅医療連携拠点によるがん拠点病院等と

地域の医療機関や介護事業所との連携体制の構築・強化や、

地域において在宅緩和ケアを担う人材の育成に関する研修会

の実施

がん拠
点病院

かかり
つけ医

県立がん
センター

在宅医療
連携拠点

調剤
薬局

訪問看護
訪問介護

【がん拠点病院等と地域の医療機関や介護事業所との連携体制】

地域の医師、看護師などの医療従事者やケアマネジャーなどの介護従事者等を対象とした

人生の最終段階における医療・ケア等に関する研修会や会議を実施し、専門的な知識の習得、

技術の向上を図り、関係職種がチームとなって患者や家族を支える体制を構築

①ＡＣＰ(人生会議)に係る医療・介護従事者の育成

２２

【ＡＣＰチラシ】

・患者の意思決定を支援するには、医療介護従事者の専門的知識の取得や技術の向上が必要
※ＡＣＰを知らない割合 医師：41.6％ 看護師：42.5％ 介護職員：51.6％
（人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書(H30年3月)）

課 題

・在宅療養の支援においては、適切に患者の痛み等を取り除く、緩和ケアが必要不可欠

・一方で、緩和ケアに対し知識面や診療体制等の不安を感じる医療機関が多い。
課 題



彩の国 埼玉県

２－３ 介護施設等看取り体制の強化

２ 県の取組について

２－２ ＡＣＰ（人生会議）及び在宅緩和ケアに係る

医療・介護従事者の育成

２－１ 在宅医療連携拠点コーディネーターの育成

２３



介護施設等で看取りを実践する人材を育成するため、看取りケア研修を実施

○対象
介護施設の管理者、実務職員等
※特養、老健、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、特定施設、サ高住など

○研修種別
管理者向け研修 実務者向け研修

○研修内容
・看取りに必要な基礎知識、看取りケアの手順、施設における
看取りの体制づくり、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ など

〇内容
・管理者向け講師派遣、実務者向け講師派遣

〇対象
・介護施設等（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症グループホーム、特定施設）

彩の国 埼玉県

介護施設等看取り体制の強化

① 看取りケア研修

今後、年間の死亡数は増加傾向を示すことが予想され、介護施設の看取り体制を強化する必要がある。

しかし、看取りの経験がないことなどから看取りに不安を感じる施設がある。

「これから看取りを始めたい」、「始めたけれどうまくいかない」、「加算を取る体制は整ったけ
ども、経験がなくて不安」など、看取りケアについて悩みのある県内介護施設等に対して、看取り
ケアを実践している施設職員を講師として派遣

② 看取りケア講師派遣

２４

▼看取りケア研修申込
【管理者向け】 【実務者向け】

▼看取りケア講師派遣申込

課 題



彩の国 埼玉県

多職種による在宅医療・介護連携の
更なる推進（埼玉県）

患者・利用者

のために

医療と介護の

切れ目ない

連携を目指して

２５

令和５年度都道府県・市町村担当者等研修会議
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